
 
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条第１項及び京都府の事務処理の特例に関する条例第２条の規

定により，京都市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届出がありましたので，

同法同条第２項及び同条例第２条の規定により，告示します。 

 なお，その効力は，土地区画整理法第１０３条第４項の規定による京都都市計画（京

都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業久世高田地区土地区画整理事業の換地処

分の公告のあった日の翌日から生じます。 

  平成２２年２月２６日 

                          京都市長 門川 大作   

１ 京都市南区の区域のうち，次の土地並びにその土地に隣接し，又は介在する道路及

び水路を久
く

世
ぜ

高
たか

田
だ

町
ちょう

に編入する。 

町  名 地  番 備  考 

久世中久世町一丁目 １４８  

同  上 １５０の３  

同  上 １５１ 一  部 

同  上 １５４  

同  上 １５５  

同  上 １５６ 一  部 

同  上 １５９の１ 一  部 

同  上 １５９の３  

同  上 １８１ 一  部 

同  上 １８２ 一  部 

同  上 １８３ 一  部 

 

４４３



 
２ 京都市南区の区域のうち，次の土地及びその土地に隣接する道路を久

く

世
ぜ

中
なか

久
く

世
ぜ

町
ちょう

一
いち

丁
ちょう

目
め

に編入する。 

町  名 地  番 備  考 

久世中久世町五丁目 ８７ 一  部 

同  上 ９６の３  

同  上 １３５ 一  部 

同  上 １３８  

備考 地番は，平成２０年１２月４日現在のものである。 

（建設局都市整備部市街地整備課） 


